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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

01,3484,5 ヘルスケア歯科クリニ
ック

〒730-0036
広島市中区袋町４－３－
２Ｆ

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第2173号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第862号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

01,3773,1 宇品スマイル歯科おと
なこども矯正歯科

〒734-0004
広島市南区宇品神田３丁
目７－１２Ｓｈｅｔｌａ
ｎｄ　ＣｏｕｒｔⅢ

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第2171号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日
初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1881号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第4585号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第4677号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第860号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日
有床義歯咀嚼機能検査１のロ及び咀嚼能力検査
　　　（咀嚼能力）第224号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日
歯科口腔リハビリテーション料２
　　　（歯リハ２）第232号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日
手術用顕微鏡加算
　　　（手顕微加）第263号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日
光学印象
　　　（光印象）第288号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第1807号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日
歯根端切除手術の注３
　　　（根切顕微）第251号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第21143号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

01,3774,9 つか矯正歯科 〒730-0035
広島市中区本通７－３０
つちやビル３階

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1880号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科矯正診断料
　　　（矯診）第287号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
顎口腔機能診断料（顎変形症（顎離断等の手術を必要とするものに限る。）の手術前後における
歯科矯正に係るもの）
　　　（顎診）第265号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日

02,3411,6 きし歯科医院 〒733-0033
広島市西区観音本町１－
２０－１６

歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第4678号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日
口腔粘膜処置
　　　（口腔粘膜）第627号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日
レーザー機器加算
　　　（手光機）第613号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

02,3650,9 うつのみや歯科 〒731-0231
広島市安佐北区亀山二丁
目６番１８号

在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の注13（在宅患者訪問診療料（Ⅱ）の注６の規定により準用する場合
を含む。）、在宅がん医療総合診療料の注８及び歯科訪問診療料の注20 に規定する在宅医療
ＤＸ情報活用加算
　　　（在宅ＤＸ）第94号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日
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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

05,3245,1 西川歯科医院 〒737-0124
呉市広中新開２丁目５－
７

歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第863号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日
在宅患者歯科治療時医療管理料
　　　（在歯管）第534号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

15,3014,0 坂本歯科医院 〒720-0818
福山市西桜町１丁目３－
１３

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第2174号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

15,3092,6 さくらだホワイト歯科
医院

〒721-0963
福山市南手城町１－９－
２０

有床義歯咀嚼機能検査１のロ及び咀嚼能力検査
　　　（咀嚼能力）第225号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日
有床義歯咀嚼機能検査２のロ及び咬合圧検査
　　　（咬合圧）第135号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

15,3273,2 かねだ歯科医院 〒720-0017
福山市千田町２丁目４１
番１１号

光学印象
　　　（光印象）第289号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

15,3414,2 新長歯科医院 〒720-0832
福山市水呑町４９９１

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第2170号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 8日
初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1879号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 8日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第1806号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 8日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第21142号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 8日

17,3037,7 さくら歯科クリニック 〒726-0012
府中市中須町７３５－１

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第633号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

21,3020,5 牧原歯科医院 〒727-0013
庄原市西本町２丁目１６
－１７

歯科技工士連携加算１及び光学印象歯科技工士連携加算
　　　（歯技連１）第399号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日
光学印象
　　　（光印象）第290号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

25,3041,2 坪島歯科診療所 〒739-0146
東広島市八本松飯田５丁
目８－３２

在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の注13（在宅患者訪問診療料（Ⅱ）の注６の規定により準用する場合
を含む。）、在宅がん医療総合診療料の注８及び歯科訪問診療料の注20 に規定する在宅医療
ＤＸ情報活用加算
　　　（在宅ＤＸ）第313号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

25,3085,9 きらら歯科 〒739-0041
東広島市西条町寺家３７
９１－１マックスバリュ
ー西条西店敷地内

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第632号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

25,3105,5 藤田歯科医院 〒739-2125
東広島市高屋町中島４２
９－１　２Ｆ

在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の注13（在宅患者訪問診療料（Ⅱ）の注６の規定により準用する場合
を含む。）、在宅がん医療総合診療料の注８及び歯科訪問診療料の注20 に規定する在宅医療
ＤＸ情報活用加算
　　　（在宅ＤＸ）第314号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

25,3123,8 ののやま矯正歯科医院 〒739-0024
東広島市西条町御薗宇５
４８４番地６

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第2172号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日
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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

25,3138,6 東広島てっしーデンタ
ルクリニック

〒739-0024
東広島市西条町御薗宇８
５２４－７

歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第861号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日
在宅患者歯科治療時医療管理料
　　　（在歯管）第533号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日
歯科口腔リハビリテーション料２
　　　（歯リハ２）第233号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

27,3066,5 むらかみ歯科クリニッ
ク

〒738-0013
廿日市市廿日市１丁目６
－３９

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第634号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日
歯科技工士連携加算１及び光学印象歯科技工士連携加算
　　　（歯技連１）第400号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日
歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第426号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

32,3108,5 あいあい歯科クリニッ
ク

〒736-0005
安芸郡海田町畝二丁目１
５番１５号

手術用顕微鏡加算
　　　（手顕微加）第264号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日
歯根端切除手術の注３
　　　（根切顕微）第252号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

32,3117,6 早川歯科クリニック 〒735-0024
安芸郡府中町緑ケ丘１３
－３

有床義歯咀嚼機能検査１のロ及び咀嚼能力検査
　　　（咀嚼能力）第226号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日


